
WEB投資信託口座開設・NISA口座開設方法（詳細）

※本資料はWEBでの操作方法のご説明を目的とした資料であり、画面
イメージでは明瞭表示されない部分がありますが、実際の操作画面で
は問題なく確認できますのでご了承ください。



全ての項目を選択のうえ、
「上記内容を確認し、同意する」を

クリックしてください。

インターネット投信とは？
インターネットで投資信託のお取引ができるお申込みです。
ご希望のお客さまは、こちらも同時にお申込みをしてください。
お申込み後、7日～10日程度で「契約者カード」が届きます。
※投資信託をインターネットでご購入される際には必ず「契約者カード」が必要です。

口座開設ページ
はこちらから

アプリからも口座
開設が可能です！

✔満18歳以上70歳未満の方（ＮＩＳＡ口座の場合、1月1日時点
で満１８歳以上、申込時点で７０歳未満の方）

✔当行の普通預金口座（総合口座を含む）をお持ちの方
✔当行にお届けいただいているご住所・ご氏名が本人確認書

類と一致する方
✔NISA口座をご希望の場合、他の金融機関にNISA口座を

開設していない方
※総合的判断により口座開設をお断りすることがございます。

お申込みいただける方

【１】

✔口座番号が確認できるもの
（通帳またはキャッシュカード等）

✔本人確認書類（①～➃のいずれか）

①マイナンバーカード
②運転免許証
③運転経歴証明書(H24.4.1 以降発行のもの)

④パスポート(2020年2月3日以前の日本国発給で有効期限内のもの)

✔マイナンバー確認書類（①～②のいずれか）

①マイナンバーカードまたは
②個人番号通知カード

お申込みに必要なもの



全ての項目を確認および枠内に✔のうえ、「同意してお申込みフォームへ」をクリックしてください。

※「契約締結前交付書面」「重要情報シート」「反社会的勢力でないことの表明・確約」
「個人情報の利用目的」については確認（開くこと）をしなければ、次に進めません。

【２】



必須項目全てに選択または記入ください。
（次頁へ続きます）

【３】



必須項目全てに選択または記入のうえ、「次へ」をクリックしてください。

【４】

こちらをご選択された場合には、
投資信託の口座開設お申込みは
できません。



入力した情報全てを確認のうえ、
「送信」をクリックしてください。

・
・
・

必須項目全てに選択または記入のうえ、
「確認」をクリックしてください。

※全ての規定・約款類をダウンロードしていただく
必要があります。

【５】



マイナンバー（マイナンバーカードもしくは
個人番号通知カード）をご準備いただき、

マイナンバーを入力のうえ、表面・裏面の写真を
アップロードしてください。

【６】



最後に、完了画面がでましたら、
お申込み手続きは完了となります。

投資信託の口座開設は、申込日の翌営業日～５営業日程度で完了しま
す。ただし、お申込みの内容や、お申込みの時間等により、お時間を頂戴
する場合がございますのでご了承下さい。

投資信託の口座開設のお申込みについて

NISAの口座開設のお申込みについて

インターネット投信のお申込みについて

NISA口座の開設には、税務署の承認があり、約3週間程度の日数がか
かります。万が一他社でNISA口座を利用されている場合など、当行で
NISA口座が開設できなかった場合は、特定口座による投資信託のご
購入となりますので、あらかじめご了承ください。

WEBでの投資信託口座開設に関する留意事項

【７】

投資信託のご購入には「契約者カード」が必要です。
「契約者カード」は、WEBで投資信託口座開設・NISA口座開設と同時
に「インターネット投信」のお申込みをされたお客様の場合、申込み後、
７日～１０日程度で郵送にて届きます。

本人確認書類（マイナンバーカードもしくは運転免許証）
をご準備いただき、「撮影にすすむ」をクリックして

本人確認へお進みください。



NISA（新制度）に関する留意事項

投資信託に関する留意事項

投資信託のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

【８】(2024年４月現在）

●NISA口座は開設する年の1月1日において、日本にお住まいの満18歳以上の個人の方が開設できます。
●NISA口座は、全ての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。（金融機関を変更した場合を除きます。）
●NISA口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したも
のとして取り扱います。
●NISA口座内で損失が生じた場合は、特定口座や一般口座で保有するほかの投資信託の売却益や分配金との損益通算はできません。また損失の繰越
控除もできません。
●投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であり、NISA口座での非課税メリットを享受できません。
●課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。
●2024年1月以降、新しいNISA制度へ改正され、NISA口座の非課税投資枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計最大年
間360万円まで投資が可能となりました。非課税保有期間は無期限、口座開設期間は恒久化され、非課税保有限度額は全体で1,800万円、成長投資枠
はそのうち1,200万円となります。
●非課税保有限度額については、買付け残高（簿価残高）で管理されます。このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の
非課税枠を翌年以降再利用できることとなります。
●つみたて投資枠および成長投資枠は同一の年に２つの枠を併用することができます。
※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
※NISAに関する詳細、2023年までのNISA（旧制度）に関する留意事項等は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。

●投資信託は、預金保険機構の保護の対象ではありません。
●投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。
●投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動きにより変動するため、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。
【例】申込手数料（申込代金に対し最大税込3.3%）+信託報酬（純資産総額に対し最大税込2.09%）+信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大
0.5%）+その他費用
●商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）等をよくお読みいただいたう
え、 ご自身でご判断下さい。
※本ご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
※本ご案内は、投資信託およびNISA制度についてお伝えする目的で作成されたものであり、個別商品の勧誘資料ではありません。
※投資信託に関する詳細は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。


